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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に画素がマトリクス状に形成された平面型表示装置であって、
　前記基板の端部には、外部回路と接続するための複数の端子が形成され、前記複数の端
子には絶縁フィルム上に複数の配線が施された配線フィルムが接続され、前記配線フィル
ムは前記複数の端子と接続する辺部を有し、
　前記配線フィルムには、前記複数の端子に接続される複数の配線が形成され、
　前記複数の配線の各々は、前記複数の端子と接続される辺部側では、複数の分岐配線に
分岐しており、前記複数の配線が分岐する位置の前記辺部からの距離は、前記複数の配線
によって異なることを特徴とする平面型表示装置。
【請求項２】
　前記複数の端子のそれぞれの端子には、前記配線フィルムの前記分岐後の配線が接続し
ていることを特徴とする請求項１に記載の平面型表示装置。
【請求項３】
　前記複数の配線は、３以上の分岐を有し、当該同一配線内の分岐位置は、前記辺部から
の距離がそれぞれ異なることを特徴とする請求項１に記載の平面型表示装置。
【請求項４】
　前記複数の配線の間には、前記基板の端子とは接続しないダミー配線が形成されている
ことを特徴とする請求項１に記載の平面型表示装置。
【請求項５】
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　前記配線フィルムは、前記平面型表示装置の側部に沿って曲げられていることを特徴と
する請求項１に記載の平面型表示装置。
【請求項６】
　前記配線フィルムにはＩＣチップが搭載されていることを特徴とする請求項１に記載の
平面型表示装置。
【請求項７】
　前記平面型表示装置は液晶表示装置であることを特徴とする請求項１に記載の平面型表
示装置。
【請求項８】
　前記平面型表示装置は有機ＥＬ表示装置であることを特徴とする請求項１に記載の平面
型表示装置。
【請求項９】
　前記平面型表示装置はフィールドエミッションディスプレイであることを特徴とする請
求項１に記載の平面型表示装置。
【請求項１０】
　基板上に画素がマトリクス状に形成された平面型表示装置であって、
　前記基板の端部には外部回路と接続するための複数の端子が形成され、前記複数の端子
には絶縁フィルム上に複数の配線が施された配線フィルムが接続され、前記配線フィルム
は前記複数の端子と接続する辺部を有し、
　前記配線フィルムには、前記複数の端子に接続される複数の配線が形成され、
　前記複数の配線の各々は、前記複数の端子と接続される辺部側では、複数のより幅の狭
い配線に分岐しており、前記配線が分岐する位置の前記辺部からの距離は、分岐位置によ
ってそれぞれ異なり、且つ前記距離が、前記配線フィルム上最外の分岐位置から順次変化
して形成されることを特徴とする平面型表示装置。
【請求項１１】
　前記複数の配線は、３以上の分岐を有し、当該同一配線内の隣接する分岐位置は、前記
辺部からの距離が同一配線上最外の分岐位置から順次変化するように形成されることを特
徴とする請求項１０に記載の平面型表示装置。
【請求項１２】
　前記複数の配線の間には、前記基板の端子とは接続しないダミー配線が形成されており
、前記ダミー配線は分岐していないことを特長とする請求項１０に記載の平面型表示装置
。
【請求項１３】
　前記配線フィルムは、前記平面型表示装置の側部に沿って曲げられていることを特徴と
する請求項１０に記載の平面型表示装置。
【請求項１４】
　基板上に画素がマトリクス状に形成された平面型表示装置であって、
　前記基板の端部には外部回路と接続するための複数の端子が形成され、前記複数の端子
には絶縁フィルム上に複数の配線が施された配線フィルムが接続され、前記配線フィルム
は前記複数の端子と接続する辺部を有し、
　前記配線フィルムには、前記複数の端子に接続される複数の配線が形成され、
　前記複数の配線の各々は、前記複数の端子と接続する辺部側では、複数のより幅の狭い
配線に分岐しており、
　前記複数の配線は、前記配線フィルムの側部に平行に延在し、前記複数の配線の前記配
線フィルムの側部に近い部分においては、前記配線の分岐位置の前記辺部からの距離は、
前記側部側から順次変化するように形成されることを特徴とする平面型表示装置。
【請求項１５】
　前記複数の配線は前記配線フィルムにおける最外周の配線を含むことを特徴とする請求
項１４に記載の平面型表示装置。
【請求項１６】
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　基板上に画素がマトリクス状に形成された表示装置であって、
　前記基板の端部には外部回路と接続するための複数の端子が形成され、前記複数の端子
には絶縁フィルム上に複数の配線が施された配線フィルムが接続され、前記配線フィルム
は前記複数の端子と接続する辺部を有し、
　前記配線フィルムには、前記複数の端子に接続される複数の配線が形成され、
　前記複数の配線の各々は、前記複数の端子と接続する辺部側では、複数のより幅の狭い
配線に分岐しており、
　前記複数の配線は、前記分岐付近で折れ曲がって配線され、
　前記複数の配線の幅は、前記折れ曲がる部分に近づくにしたがって幅が徐々に小さくな
ることを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置に係り、特に平面表示装置が外部回路との電気的接続をとるための端
子部の接続構造およびフレキシブル配線フィルムの構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置はコンピュータモニタ、携帯電話等からＴＶにまで用途が拡大している。
液晶表示パネルを駆動するためには、外部から電源、信号等を供給する必要があるが、こ
れは液晶表示パネルの端子部に接続されたチップオンフィルムング（ＣＯＦ）を介しで行
われる場合が多い。ＣＯＦは一方の辺に液晶表示パネルの端子と接続するための端子が設
けられ、対向する他の辺にはプリント配線基板等と接続するための端子が設けられ、ＣＯ
Ｆ上に液晶駆動回路等を内蔵するＩＣチップを搭載するものである。また、ＣＯＦの代わ
りにテープキャリアパッケージ（ＴＣＰ）を用いた場合にも同様の技術背景を持つ。
【０００３】
　ＣＯＦと液晶表示パネル等を接続するときの端子の数は多く、かつ多種類に上る。例え
ば、ＣＯＦ上の配線も液晶表示パネルに電源を供給するような配線は他の配線よりも幅広
く形成される。これに対応して液晶表示パネルに電源を供給するような端子は大きな電流
が流れるために他の端子部より大きく形成される。一方、ＣＯＦと液晶表示パネルの端子
との接続は異方性導電フィルムを用いておこなわれる。すなわち、液晶表示パネルの端子
とＣＯＦの間に異方性導電フィルムを挟み、熱圧着することによって液晶表示パネルとＣ
ＯＦとの接続が行われる。
【０００４】
　熱圧着はＣＯＦの上からサーマルヘッドを押し付けることによって行われる。このよう
な接続方法の場合、ＣＯＦ端子の大きさ、幅、ピッチ等が異なると接続部にかかる温度、
圧力等に不均一な部分が生じ、端子部の信頼性が損なわれることが多い。これを対策する
ために、例えば、液晶表示パネルの端子部の大きさは異なっても、ＣＯＦ端子部のピッチ
は液晶表示パネルの端子の幅よりも小さくかつ、ピッチは均一にしておく。異方性導電フ
ィルムは液晶表示パネルとＣＯＦとが対向する方向では導通するが、これと垂直な方向に
は導通を生じない。このような構成とすることによって端子部の信頼性を向上する技術が
ある。
【０００５】
　また、ＣＯＦあるいは液晶表示パネルには端子部が常に存在するとは限らず、部分的に
端子部が存在しない場所もある。このような場所があると、サーマルヘッド圧着時の条件
が異なるため、端子部の接続に不均一が生ずる。これを防止するために、「特許文献１」
には、液晶表示パネルまたは、ＣＯＦに搭載されるＩＣチップに端子部が存在しないとこ
ろがあっても、この部分に対応するＣＯＦに、ダミーの端子を設けることによって端子部
の接続条件を均一にして端子部の信頼性を向上させる技術が記載されている。
【０００６】
【特許文献１】特開平９－２６０５７９号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　以上のような従来技術を用いることによって、液晶表示パネルの端子部とＣＯＦを異方
性導電フィルムを介して接続する場合に生じる端子部の接続条件の不均一を解消し、接続
部の信頼性を向上させることは出来る。一方、ＣＯＦ内においては、大きな端子を接続し
た複数の配線をまとめて一本の配線にする必要がある。ＣＯＦとプリント配線基板等とを
接続する場所では、端子の大きさが大きいため、ＣＯＦ内で隣あった同一の電圧を供給す
る配線は纏めたほうが、ＣＯＦとプリント配線基板等との接続の信頼性は向上するからで
ある。ＣＯＦの配線には、電気抵抗を小さくするために銅配線が使用される。なお、プリ
ント配線基板とは、ガラスエポキシ基板に配線を形成したようなものをいう。
【０００８】
　ＣＯＦ内で例えば、２本の配線をまとめる場合、纏めたあとの配線の幅はまとめる前の
２本の配線を加えた幅よりも大きい。纏める前の２本の配線の間には、スペースをおくこ
とによって絶縁を保つが、２本の線を接続したあとは絶縁の必要は無いので、電気抵抗を
減らすために、配線は出来る限り幅を広く形成するほうが有利だからである。
【０００９】
　以上のように、２本の細い配線を１本の太い配線に纏める場合、銅配線の幅が、１本の
太い配線のほうが２本の細い配線の幅の和よりも大きいため、１本の太い配線部のほうが
２本の配線部よりも銅配線の曲げ等に対する機械的な強度が大きい。そして２本の配線か
ら１本の配線に纏める部分において、急激にこの機械的強度の変化が生ずる。なお、以上
は細い配線を纏めるという表現を用いたが、逆に言えば太い配線を分岐させると同義なの
で、以後太い配線を分岐するという表現も用いる。
【００１０】
　ＣＯＦは、液晶表示装置の外形を小さくする等の要請から、ＣＯＦは液晶表示パネルの
下方に曲げられて使用される場合がある。また、液晶パネルの駆動や環境温度の変化によ
り、ＣＯＦはＴＦＴ基板とプリント配線基板の熱膨張差に起因する変形に繰り返しさらさ
れる。ＣＯＦにおいて、配線が分岐する場所が並行してあるような場合は、この部分に応
力が集中して銅配線の断線に至る場合がある。太い配線が３本以上の細い配線に分岐する
場合もあるが、この場合も応力の集中によって分岐する部分で細い配線が断線する危険が
あることは同様である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は以上説明したような従来技術の問題点を克服するものであり、具体的な手段は
次の通りである。
【００１２】
　（１）基板上に画素がマトリクス状に形成された平面型表示装置であって、前記基板の
端部には、外部回路と接続するための複数の端子が形成され、前記複数の端子には絶縁フ
ィルム上に複数の配線が施された配線フィルムが接続され、前記配線フィルムは前記複数
の端子と接続する辺部を有し、前記配線フィルムには、前記複数の端子に接続される複数
の配線が形成され、前記複数の配線の各々は、前記複数の端子と接続される辺部側では、
複数の配線に分岐しており、前記複数の配線が分岐する位置の前記辺部からの距離は、配
線によって異なることを特徴とする平面型表示装置。
（２）前記複数の端子のそれぞれの端子には、前記配線フィルムの前記分岐後の配線が接
続していることを特徴とする（１）に記載の平面型表示装置。
（３）　前記複数の配線は、３以上の分岐を有し、当該同一配線内の分岐位置は、前記辺
部からの距離がそれぞれ異なることを特徴とする（１）に記載の平面型表示装置。
（４）　前記複数の配線の間には、前記基板の端子とは接続しないダミー配線が形成され
ていることを特徴とする（１）に記載の平面型表示装置。
（５）　前記配線フィルムは、前記平面型表示装置の側部に沿って曲げられていることを
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特徴とする（１）に記載の平面型表示装置。
（６）前記配線フィルムには、ＩＣチップが搭載されていることを特徴とする（１）に記
載の平面型表示装置。
（７）前記平面型表示装置は、液晶表示装置であることを特徴とする（１）に記載の平面
型表示装置。
（８）前記平面型表示装置は、有機ＥＬ表示装置であることを特徴とする（１）に記載の
平面型表示装置。
（９）前記平面型表示装置は、フィールドエミッションディスプレイであることを特徴と
する（１）に記載の平面型表示装置。
【００１３】
　（１０）基板上に画素がマトリクス状に形成された平面型表示装置であって、前記基板
の端部には外部回路と接続するための複数の端子が形成され、前記複数の端子には絶縁フ
ィルム上に複数の配線が施された配線フィルムが接続され、前記配線フィルムは前記複数
の端子と接続する辺部を有し、前記配線フィルムには、前記複数の端子に接続される複数
の配線が形成され、前記複数の配線の各々は、前記複数の端子と接続される辺部側では、
複数のより幅の狭い配線に分岐しており、前記配線が分岐する位置の前記辺部からの距離
は、分岐位置によってそれぞれ異なり、且つ前記距離が、前記配線フィルム上最外の分岐
位置から順次変化して形成されることを特徴とする平面型表示装置。
（１１）前記複数の配線は、３以上の分岐を有し、当該同一配線内の隣接する分岐位置は
、前記辺部からの距離が同一配線上最外の分岐位置から順次変化するように形成されるこ
とを特徴とする（１０）に記載の平面型表示装置。
（１２）　前記複数の配線の間には、前記基板の端子とは接続しないダミー配線が形成さ
れており、前記ダミー配線は分岐していないことを特長とする（１０）に記載の平面型表
示装置。
（１３）前記配線フィルムは前記平面型表示装置の側部に沿って曲げられていることを特
徴とする（１０）に記載の平面型表示装置。
【００１４】
　（１４）基板上に画素がマトリクス状に形成された平面型表示装置であって、
　前記基板の端部には外部回路と接続するための複数の端子が形成され、前記複数の端子
には絶縁フィルム上に複数の配線が施された配線フィルムが接続され、前記配線フィルム
は前記複数の端子と接続する辺部を有し、前記配線フィルムには、前記複数の端子に接続
される複数の配線が形成され、前記複数の配線の各々は、前記複数の端子と接続する辺部
側では、複数のより幅の狭い配線に分岐しており、前記複数の配線は、前記配線フィルム
の側部に平行に延在し、前記複数の配線の前記配線フィルムの側部に近い部分においては
、前記配線の分岐位置の前記辺部からの距離は、前記側部側から順次変化するように形成
されることを特徴とする平面型表示装置。
（１５）前記複数の配線は前記配線フィルムにおける最外周の配線を含むことを特徴とす
る（１４）に記載の平面型表示装置。
【００１５】
　（１６）基板上に画素がマトリクス状に形成された表示装置であって、前記基板の端部
には外部回路と接続するための複数の端子が形成され、前記複数の端子には絶縁フィルム
上に複数の配線が施された配線フィルムが接続され、前記配線フィルムは前記複数の端子
と接続する辺部を有し、前記配線フィルムには、前記複数の端子に接続される複数の配線
が形成され、前記複数の配線の各々は、前記複数の端子と接続する辺部側では、複数のよ
り幅の狭い配線に分岐しており、前記複数の配線は、前記分岐付近で折れ曲がって配線さ
れ、前記複数の配線の幅は、前記折れ曲がる部分に近づくにしたがって幅が徐々に小さく
なることを特徴とする表示装置。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は以上のような構成をとることによって、表示パネルと外部回路との接続の信頼
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性を向上させることができる。各手段の効果は次通りである。
【００１７】
　手段（１）によれば、配線フィルムを曲げたりしても曲げ応力が配線の分岐点に集中す
ることを避けることができるので配線フィルムの配線の断線を防止でき、平面型表示装置
の信頼性を増すことが出来る。
【００１８】
　手段（２）によれば、表示装置の基板に形成された端子部が大きいような場合は、配線
フィルムの複数の配線が接続されるので、接続プロセスでの熱硬化条件が均一になるので
接続部の信頼性を増すことが出来る。そして、このような構成をとる場合でも本発明を用
いることによって、配線フィルムの曲げ応力による断線等を防止することが出来る。
【００１９】
　手段（３）によれば、配線フィルムに形成された幅の広い配線を３個以上の幅の狭い配
線に分岐するときも分岐位置を変化させるので、配線フィルムを曲げた時の応力の集中を
さらに防ぐことが出来る。
【００２０】
　手段（４）によれば、配線フィルムに形成された基板と接続する配線の間にダミー配線
を配置するので、接続部の信頼性を増すことができるとともに、ダミー配線が曲げ応力が
集中することを緩和する働きをする。
【００２１】
　手段（５）によれば、配線フィルムは表示装置の側部で曲げられているので、表示装置
をコンパクトに出来るとともに、本構成によって、配線フィルムに連続して曲げ応力が加
わっていても、分岐部への曲げ応力の集中が緩和されるので、配線の断線を防止できる。
【００２２】
　手段（６）によれば、ＩＣチップの端子ピッチと配線フィルム端部の端子ピッチが異な
る場合でも、本発明の構成をとることによって、端子接続の信頼性を確保できるとともに
、配線フィルムの断線を防止することが出来る。
【００２３】
　手段（７）によれば、液晶表示装置と外部回路とを接続する配線フィルムを用いた接続
手段の信頼性を増すことが出来る。
【００２４】
　手段（８）によれば、有機ＥＬ表示装置と外部回路とを接続する配線フィルムを用いた
接続手段の信頼性を増すことが出来る。
【００２５】
　手段（９）によれば、フィールドエミッションディスプレイと外部回路とを接続する配
線フィルムを用いた接続手段の信頼性を増すことが出来る。
【００２６】
　手段（１０）によれば、配線フィルムの配線の分岐する場所が連続して変化するために
、配線フィルムを曲げたときの応力集中をさらに減らすことが出来る。
【００２７】
　手段（１１）によれば、配線フィルムの広い配線を３個以上に分岐させる場合も分岐の
位置を変えるので、曲げたときの応力集中をさらに緩和することが出来る。
【００２８】
　手段（１２）によれば、配線フィルムにおいて、ダミー配線が各配線間に形成されてお
り、ダミー配線は分岐をしていないので、配線フィルムを曲げたときの曲げ応力集中を緩
和することが出来る。
【００２９】
　手段（１３）によれば、配線フィルムは表示装置の側部で曲げられているので、表示装
置をコンパクトに出来るとともに、本構成によって、配線フィルムに長時間連続して曲げ
応力が加わっていても、分岐部への曲げ応力の集中が緩和されるので、配線の断線を防止
できる。
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【００３０】
　手段（１４）および手段（１５）によれば、配線フィルムを曲げたときに応力が分岐後
の細い配線に集中することを防止することが出来る。
【００３１】
　手段（１６）によれば、配線フィルムの配線が屈曲して配線されているときに、屈曲点
付近において、配線の太さが徐々に変化するので、配線フィルムを曲げた場合に、屈曲点
付近に応力が集中して、配線が断線する危険を小さくすることが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下の実施例は液晶表示装置について記載するが、有機ＥＬ表示装置、ＦＥＤ（フィー
ルドエミッションディスプレイ）等についても同様に実施することが出来る。
【実施例１】
【００３３】
　図１は本発明が実施される例としてのＴＶ用液晶表示モジュールである。図１において
、画素電極、薄膜トランジスタ等がマトリクス状に配置されたＴＦＴ基板１とカラーフィ
ルタがマトリクス状に形成されたカラーフィルタ基板２とが重ね合わされて配置されてい
る。ＴＦＴ基板上にはＣＯＦ３等が設置されるために、カラーフィルタ基板２よりも大き
い。なお、ＣＯＦはチップオンフィルムの略であるが、本明細書はＣＯＦフィルムの意味
で用いられる場合がある。ＴＦＴ基板１とカラーフィルタ基板２との間には液晶が挟持さ
れている。カラーフィルタ基板２の上には上偏光板８が、ＴＦＴ基板１の下には下偏光板
（図示せず）が貼り付けられている。ＴＦＴ基板１の２辺には、駆動回路を有するＩＣチ
ップ４が搭載されたＣＯＦが設置されている。図１においては、ＣＯＦはＴＦＴ基板１の
長辺に３個、短辺に２個設置されているが、これは単純化して描いたものであり、ＴＦＴ
基板の信号本数とＣＯＦの信号本数の比でＣＯＦ搭載数は変わる。
【００３４】
　液晶表示パネルの背面にはバックライト５が設置される。図１のバックライト５では光
源は蛍光管５２が使用される。蛍光管５２は下フレーム内に設置され、下フレーム５１内
には反射板が形成されている。蛍光管５２の上には拡散板５３が形成されている。蛍光管
５２からの光を均一にするためである。拡散板５３の上には、拡散シートＡ５４、拡散シ
ートＢ５５、拡散シートＣ５６の３枚の拡散シートが設置される。拡散シートを３枚使用
するのは、拡散シートの数が多いほうが光をより均一にできるためと、各拡散シートは背
面からの光を液晶表示パネルの方向へ向ける性質も有するので、バックライト５からの光
利用効率を向上させるためである。
【００３５】
　バックライト５からの光は、ＴＦＴ基板１の下に設置された下偏光板によって直線偏光
に変換される。直線偏光された光は液晶によって変調を受け、上偏光板８によって偏光さ
れることによって画像が形成される。なお、液晶は画素電極に与えられる信号によって動
作し、バックライト５からの光を制御する。
【００３６】
　液晶を駆動するためのＩＣチップ４はＣＯＦ３に搭載されている。電源の供給や、ＩＣ
チップ４に対してホストからの信号の供給は、図２に示すプリント配線基板６を通して行
われる。図２おいて、図１に示すバックライト５は省略されている。プリント配線基板６
を接続後、ＣＯＦ３および、プリント配線基板６は曲げられて、バックライトの背面に延
在する。図２の矢印は、プリント配線基板６およびＣＯＦ３が曲げられることを示してい
る。
【００３７】
　ここで、ＣＯＦ３にはＩＣチップ４への信号やＩＣチップ４の電源のみでなく、ＩＣを
通過せずに、液晶表示パネルに直接電源を供給するような配線も形成される。このような
ＩＣチップ４への電源供給配線や、液晶表示パネルへ直接電源を供給する電源供給線は、
他の信号配線等よりも幅が広く形成される。電気抵抗を小さくするためである。したがっ
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て、ＣＯＦ内には色々な幅の配線が混在していることになる。
【００３８】
　図２は、ＴＦＴ基板１の短辺側と長辺側の両辺のＣＯＦ３に、プリント配線基板６が接
続されている例である。図３は、ＴＦＴ基板１の長辺のＣＯＦ３のみにプリント配線基板
６が接続されている例である。プリント配線基板６の数が少ないほうが、その分コストの
低下、接続の信頼性等に有利である。ＴＦＴの短辺側には走査回路が形成されている。す
なわち走査回路用ＩＣチップ４を搭載したＣＯＦ３が設置される。
【００３９】
　ＴＦＴ基板１の短辺側にプリント配線基板６が接続されていなくとも、短辺側に設置さ
れたＩＣチップ等への電源、信号を外部から供給する必要があることには変わりが無い。
図３の例では、ＴＦＴ基板長辺に取り付けられたプリント配線基板６において走査回路用
の電源、信号等を外部から供給し、長辺側に取り付けられたＣＯＦ３および、ＴＦＴ基板
１に形成された橋絡線１２によってＴＦＴ短辺側の走査回路に信号および電源を供給する
。図３に示す橋絡線１２は１本のみ示してあるが、これは模式的に示したものであり、実
際には複数本形成される。この場合、ＴＦＴ短辺側に接続する電源線や、走査信号線は、
抵抗値が低いものでなければならない。電源電圧の低下や走査信号の歪を防止するためで
ある。したがって、これらの配線はＴＦＴ基板長辺側に取り付けられたＣＯＦ上でも、配
線幅は大きなものでなければならない。また、これらの配線に対応するＴＦＴ基板１に形
成された端子も、大きいものでなければならない。
【００４０】
　図４は、ＴＦＴ基板１の端子部にＣＯＦ３が接続された状態を示す断面模式図である。
図４において、ＴＦＴ基板上には例えばデータ信号線１３が有効面から延在している。デ
ータ信号線１３はＡｌ等で形成されているために、大気に曝されると腐蝕するので、デー
タ信号線１３の上はＳｉＮ等のパッシベーション膜１１１で覆われている。パッシベーシ
ョン膜１１１を端子部が形成される部分のみスルーホールを形成し、データ信号線１３で
あるＡｌを露出させる。露出させたＡｌを覆って化学的に安定なＩＴＯ膜１１２を被着さ
せ、ＴＦＴ基板１の端子部を形成する。
【００４１】
　一方ＣＯＦ３は、ベースフィルム３１、銅配線３２、および保護膜３３で構成される。
ベースフィルム３１の厚さは例えば、４０μｍ、銅配線３２の厚さは８μｍ、保護膜３３
の厚さは１０μｍである。ＣＯＦ３とＴＦＴ基板１の端子部の間には異方性導電フィルム
７が設置され、ＴＦＴ基板１の端子とＣＯＦ３を電気的に接続する。異方性導電フィルム
７は厚さ１０μｍから２５μｍの熱硬化接着剤のシート中に導電性の粒子が分散されたも
ので、フィルムの厚さ方向に熱圧着すると熱硬化樹脂が軟化流動すると同時に、フィルム
内部の導電性粒子がＴＦＴ基板１の端子とＣＯＦ３の間で捕捉され、圧縮されて硬化した
接着材によってこの状態が保持され、接続をとるものである。
【００４２】
　このプロセスは、ＣＯＦ３のベースフィルム３１の上から熱圧着のためのサーマルヘッ
ドを押し付け、その後冷却することによって行われる。ＣＯＦ３のＴＦＴ端子部に対応す
る配線の幅、大きさ、ピッチ等が異なると、異方性導電フィルム７を介して接続する際、
各端子部におけるサーマルヘッドにおける加熱、冷却加圧の条件が異なるために、端子部
毎に接続の条件が異なることになり、接続の信頼性にばらつきが生ずる。これを防止する
ために、ＣＯＦ３のＴＦＴ基板端子部と接続する部分は、幅の小さい銅配線３２が一定ピ
ッチで並設する。これによって、ＴＦＴ端子部の大小に関係なく、ＣＯＦ３と接続する時
の加熱条件、冷却加圧条件が同一となり、端子部の信頼性が確保されることになる。
【００４３】
　図５は本実施例でのＣＯＦ３の平面模式図である。図５において、ＣＯＦのＴＦＴ基板
側端子３４とＣＯＦのプリント配線基板側端子３５には、端子部が一定ピッチで同じ大き
さで並んでいる。ＣＯＦのＴＦＴ基板側端子３４とＣＯＦのプリント配線基板側端子３５
とでは、端子の大きさが異なる。図５において、ＣＯＦ３の配線は、領域Ｉ、領域ＩＩ、
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領域ＩＩＩに分かれる。ＣＯＦ３の領域Ｉは、ＩＣチップ４を経由せずにＣＯＦのプリン
ト配線基板側端子３５とＣＯＦのＴＦＴ基板側端子３４を直接接続する配線が形成される
領域である。領域ＩＩは、ＩＣチップ４とＣＯＦのＴＦＴ基板側端子３４を接続する配線
が形成される領域である。領域ＩＩＩは、ＩＣチップ４とプリント配線基板側端子３５を
接続する配線が形成される領域である。
【００４４】
　図５において、端子ピッチを比較すると、ＣＯＦのＴＦＴ基板側端子ｔ１からｔｎのピ
ッチは、ＩＣチップ側端子ｃ１からｃｌまでのピッチよりも大きい。また、ＣＯＦのＴＦ
Ｔ基板側端子ｔ１からｔｎのピッチは、ＣＯＦのプリント配線基板側端子ｓ１からｓｍの
ピッチよりも小さい。
【００４５】
　図５における領域Ｉは、ＣＯＦのＴＦＴ基板側端子３４をＣＯＦのプリント配線基板側
端子３５を直線的に結んでいるが、実際にはＣＯＦ内に形成された別なパターンを避ける
等の目的から、直線的な配線とはなっていない。図５の領域Ｉにおいて、ＣＯＦのＴＦＴ
基板側端子３４の端子よりも、ＣＯＦのプリント配線基板側端子３５のほうが端子が小さ
い。ＣＯＦのＴＦＴ基板側端子ｔ１とｔ２から延びる配線は、ＣＯＦ内で端子ｓ１から延
びる配線にまとめられている。端子ｔ１とｔ２は、ＴＦＴ基板１の同一の端子と接続して
いる。またＣＯＦのＴＦＴ基板側端子ｔ３とｔ４も同様に、ＣＯＦ内で端子ｓ２から延び
る配線にまとめられている。逆に言えば、ｓ１からの配線は、ｐ１において２本の配線に
分岐している。また、ｓ２からの配線は、ｐ２において分岐している。ｐ１とｐ２は、Ｃ
ＯＦのＴＦＴ基板側端子３４からの距離が異なっている。図５ではｓ１およびｓ２からの
配線は２本分しか描いてないが、実際にはこれよりも多くの配線が同様にプリント配線基
板端子から伸び、分岐の位置が異なっている。これによって、ＣＯＦ３をＩＣチップ４の
長辺と平行方向に曲げるときに、曲げ応力が分散されることになる。
【００４６】
　図５における領域ＩＩは、ＣＯＦのＴＦＴ基板側端子３４のピッチとＩＣチップ側端子
３６のピッチが異なる関係で配線が途中から曲がり、ＩＣチップ４から見て左右に広がる
形状となっている。領域ＩＩも単純化して記載されており、この領域ＩＩにおいても領域
Ｉのように配線の分岐が生ずることはありうる。
【００４７】
　図５における領域ＩＩＩは、ＩＣチップ側端子３６とＣＯＦのプリント配線基板側端子
３５とを結ぶ配線であるが、プリント配線基板側端子３５からは配線が分岐しており、か
つ分岐付近で配線が曲がっている。したがって、いずれの領域においても配線の曲がり、
分岐等は生じている。
【００４８】
　図６は配線分岐を行う場合の問題点を示した図である。図６はＣＯＦ３のベースフィル
ム３１、保護フィルム等は省略しており、銅配線３２のみ記載している。図６において、
下からの太い配線は位置Ａにおいて、４本の細い配線に分岐している。太い配線は図にお
いて４個並列に並んでいる。図６のように、同じ位置で分岐を生じていると、ＣＯＦ３を
曲げた場合、位置Ａに曲げ応力が集中し、位置Ａにおいて、銅線の断線等が生じやすい。
本発明はこのようなＣＯＦ３を曲げた場合でも曲げ応力の集中が生じないようにして、接
続の信頼性を向上するものである。
【００４９】
　図７は、ＣＯＦ３をＴＦＴ基板１に接続した場合の拡大平面図である。図７において、
配線が液晶表示パネルの有効面側から延在し、ＴＦＴ基板端子部と接続している。ＣＯＦ
３は異方性導電フィルム７を介してＴＦＴ端子を覆っている。図７では異方性導電フィル
ム７は省略している。図７において、ＣＯＦ３の端子ｔ１、ｔ２、ｔ３がＴＦＴ基板１の
端子Ｔ１と接続している。ＣＯＦ３の２本のダミー配線ｄ１およびｄ２を挟んで、ＣＯＦ
３の端子ｔ４、ｔ５、ｔ６がＴＦＴ基板１の端子Ｔ２と接続している。すなわち、ｔ１か
らｔ３までは同電圧が、ｔ４からｔ６までは別な同電位が供給される。
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【００５０】
　図７において、ｔ１からｔ３までの配線はＣＯＦ基板上の位置Ａにおいて、纏められて
太い配線となっている。一方、ｔ４からｔ６までの配線は、位置Ｂにおいて纏められて太
い配線となっている。このように、細い配線を纏める位置、あるいは太い配線を分岐させ
る位置を一直線上に配置するのではなく、位置をずらすことによってＣＯＦ３を曲げたと
きに、分岐をした場所に応力が集中して銅配線等の断線を防止することが出来る。
【００５１】
　図８はＣＯＦ３とＴＦＴ基板１とを接続する他の例である。ＴＦＴ基板１に形成された
端子の大きさは同一とは限らず、供給する信号、電源等によって大きさが異なる場合が多
い。すなわち、電源のように大きな電流を供給するような端子は電気抵抗を減らすために
大きな端子とし、データ信号等は電流は微弱であるので、小さな端子で用が足りる。図８
は異なる大きさの端子がＴＦＴ基板上に配列されている例である。
【００５２】
　図８において、ＴＦＴ基板上の端子Ｔ１が最も幅広く、この端子にはＣＯＦ３の端子ｔ
１、ｔ２、ｔ３が対応している。すなわち、端子Ｔ１にはｔ１、ｔ２、ｔ３から同一電位
が供給される。ＴＦＴ基板上の端子Ｔ２にはＣＯＦ３の端子ｔ３とｔ４が対応している。
ＴＦＴ基板上の端子Ｔ３は最も幅が狭く、ＣＯＦ上の一本の端子ｔ６のみが対応している
。
【００５３】
　ＣＯＦ上の端子ｔ１、ｔ２、ｔ３は、図８に示す位置Ａにて、一本の太い配線に纏めら
れている。また、ＣＯＦ上の端子ｔ４、ｔ５は、図８に示す位置Ｂにて、一本の太い線で
纏められている。図８に示すように、太い配線から細い配線に分岐する数が異なっている
場合でも、分岐する位置を異ならせることによって、ＣＯＦ３を曲げたときの応力の集中
を防ぐことが出来る。また、図８においては、ＴＦＴ基板１の端子Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３間は
、ＣＯＦ３の２本のダミー配線が配置されているが、必ずしも２本必要なわけではなく、
１本でもよいし、ダミー配線が無くともよい。ダミー配線の主目的はＣＯＦ３とＴＦＴ基
板１を異方性導電フィルム７を介して熱圧着する際に、熱圧着条件を均一にすることが主
目的だからである。
【００５４】
　図９は、図８のＣ－Ｃ断面図である。図９において、ＴＦＴ基板上のパッシベーション
の開口部に、ＩＴＯ膜１１２によって端子部が形成されている様子を示してしる。ＣＯＦ
３に形成されたＣＯＦ３の端子ｔ１、ｔ２、ｔ３は、異方性導電フィルム７によってＴＦ
Ｔ基板上の端子Ｔ１と接続している。図をわかりやすくするために、異方性導電フィルム
７の厚さを大きく描いている。
【００５５】
　ＣＯＦ３の端子ｔ１、ｔ２、ｔ３を介して、ＴＦＴ基板１の大きな端子Ｔ１には、電源
のような大きな電流を流す電位Ｖ１が印加される。ダミー配線ｄ１、ｄ２を挟んで形成さ
れたＣＯＦ３の端子ｔ４、ｔ５は、異方性導電フィルム７によって端子Ｔ２と接続してい
る。さらにダミー配線ｄ３、ｄ４を挟んで形成されたＣＯＦ３の端子ｔ６は、異方性導電
フィルム７によってＴＦＴ基板上の端子Ｔ３と接続している。端子Ｔ３にはデータ信号の
ように大きな電流が流れることが無い電圧Ｖ３が供給される。
【００５６】
　図１０は、本実施例のＣＯＦ３の端子部配線の他の形態を示す平面拡大図である。図１
０において、ＣＯＦ３のベースフィルム３１に形成された太い幅の銅配線３２は、ＴＦＴ
基板１の端子部と接続される部分では４本の細い配線に分岐している。まず、位置Ｂにお
いて、２本の配線に分岐し、位置Ａにおいて、さらに２本に分岐している。各線の合計の
幅は分岐するにしたがって小さくなっている。したがって、ＣＯＦ３を曲げた場合は、分
岐した所に曲げ応力の集中がおこるが、図１０のように、分岐する場所を分散することに
よって曲げ応力の分散をすることができ、応力集中による曲げ応力による配線の断線等を
防止することが出来る。



(11) JP 5068067 B2 2012.11.7

10

20

30

40

50

【００５７】
　図１１は、ＣＯＦ３の太い配線から８本の細い配線が分岐する場合である。８本の細い
配線はＴＦＴの同一の端子部に接続される。ＣＯＦ３の太い配線はまず位置Ｃにおいて、
２本の配線に分岐し、位置Ｂにおいて、さらに各２本の配線に分岐し、またさらに、位置
Ａにおいて各２本の細い配線に分岐している。図１１の例はＣＯＦ３を曲げたとき、応力
は位置Ａ、位置Ｂ、位置Ｃの３箇所に分散されるので、図１０のケースよりもさらに応力
集中を避けることができる。したがって、配線の断線等の危険をさらに減少させることが
できる。
【００５８】
　図１１は太い配線から８本の細い線を分岐し、同一配線内において分岐する位置を異な
らせる例である。本実施例の思想は、同一配線から分岐する場合のみに限定されない。図
１２は太い線が２本に分岐する場合に分岐点を分散させることによって曲げ応力の集中を
抑える例である。図１２において、配線Ｐ１、Ｐ３等は位置Ａで分岐し、配線Ｐ２、Ｐ５
等は位置Ｂで分岐し、配線Ｐ４、Ｐ７等は位置Ｃで分岐している。これによって、ＣＯＦ
３を曲げたときの曲げ応力は、位置Ａ、位置Ｂ、位置Ｃの３箇所に分散される。したがっ
て、曲げ応力の集中による配線の断線等を防止することが出来る。以上の実施例では分岐
の位置を２個あるいは３個とする例を説明したが、４個以上とすることも出来るし、この
場合はさらに曲げ応力の分散をすることが出来る。
【実施例２】
【００５９】
　実施例１は、太い配線の分岐の位置を複数とし、分岐の位置を配線毎に規則的に変えた
場合である。実施例２は、分岐の位置を隣りあう細い配線毎に連続的に変化させた場合で
ある。図１３において、ＣＯＦ上の各太い線は２本の細い線に分岐している。分岐の位置
は配線Ｐ１では位置Ａ、配線Ｐ２では位置Ｂ、配線Ｐ３では位置Ｃというように、ＣＯＦ
のＴＦＴ基板側端子３４から位置が次第に遠ざかっている。このように分岐の位置を分散
させることによって、ＣＯＦ３を曲げたときの曲げ応力を分散させることが出来る。
【００６０】
　図１３では、同一幅の太い配線が細い配線に分岐をする位置を連続的に変化させた例で
あるが、連続的に分岐の位置を変えることは同一幅の配線に限らない。図１４は線幅の異
なる配線が混在している場合に分岐の位置を変える場合の例である。
【００６１】
　図１４において、配線Ｐ１は太い線から５本の細い線が分岐している場合である。配線
Ｐ１において、まず、位置Ｄにおいて、細い線が一本分岐し、位置Ｃにおいてさらに他の
細い線が分岐し、位置Ｂにおいてさらに他の一本、位置Ａにおいてさらに他の一本という
ように、同一の配線内で分岐の位置が連続的に変化している。２本のダミー配線ｄ１およ
びｄ２を挟んで、配線Ｐ２が配置されている。配線Ｐ２は位置Ｅにおいて分岐している。
Ｐ２の分岐している位置Ｅは、Ｐ１の分岐の位置ＤよりもＣＯＦ３の端部からさらに離れ
ている。ダミー配線ｄ３およびｄ４を挟んで配線Ｐ３が配置されている。配線Ｐ３は位置
Ｆにおいて分岐している。Ｐ３の分岐している位置ＦはＰ１の分岐の位置ＤよりもＣＯＦ
３の端部からさらに離れている。このように、一本の太い配線内においても、分岐の位置
は連続的に変化させることはできるし、また、配線幅が異なる場合にも分岐の位置を連続
的に変化させることが出来る。
【００６２】
　図１４では、配線Ｐ１とＰ２の間に２本のダミー配線ｄ１およびｄ２を、配線Ｐ２とＰ
３の間にダミー配線ｄ３およびｄ４を配置している。ダミー配線の作用はＣＯＦ３とＴＦ
Ｔ基板１の端子を接続する際、熱圧着の条件を均一にすることである。しかし、配線が分
岐することによる分岐位置での曲げ応力の緩和のためには、一般には、端子部以外にもダ
ミー配線は残しておいたほうが良い。一方、分岐の位置を連続的に変化させたい事情があ
るときは、ダミー配線を例えば、図１４のｄｄ１、ｄｄ２、ｄｄ３、ｄｄ４のような点線
で示す位置でやめても良い。
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【００６３】
　分岐の位置を連続的に変化させる場合、変化の位置を特定の方向にすると曲げ応力に対
する効果をより増すことが出来る。図１５は分岐する位置の変化の方向の好ましい例であ
る。図１５において、配線Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５の配線分岐点の包絡線はＣＯＦ
３の側端部と角度θをもって交差している。この角度θは９０度よりも小さい。この角度
は外側の配線の分岐位置がそれよりも内側の配線の分岐位置よりもＣＯＦのＴＦＴ基板側
端子３４よりも離れていくような角度である。分岐位置を図１５のように変化させること
によって、分岐した後の細い配線に曲げ応力が集中することを防止することが出来、配線
の断線を防止することが出来る。
【実施例３】
【００６４】
　ＣＯＦ上では、ＣＯＦのＴＦＴ基板側端子３４からＣＯＦのプリント配線基板側端子３
５まで、直線の配線ができることは稀であり、一般には、途中で配線は曲げられる。また
配線を曲げるときに、線幅も同時に変化させる場合が多い。このような場合の配線の曲げ
方は色々な方法がある。もっとも単純な方法は図１６に示すような方法である。図１６に
おいて、幅ｗ１なる幅を持つ配線を曲げたあと、配線の幅をｗ２に変える場合である。図
１６においては、曲げる前の細い配線はｗ１で一定である。また、曲げた後の太い配線も
ｗ２で一定である。しかし、このような場合は、曲げる場所で配線の太さが急激に変化す
るため、ＣＯＦ３を曲げたりする場合、この配線の曲がる部分、例えば、図１６における
Ｂ部で断線をおこしやすい。本実施例は、このように配線を折り曲げる部分における断線
を防止するものである。
【００６５】
　図１７は本実施例の一形態を示す。図１７において、細い配線はｗ１で一定の幅である
。配線は折り曲げられるとともに線の幅が大きくなる。本実施例では、曲げた後の配線の
太さを、例えば、図１７に示すｗ２からｗ３にというように徐々に大きくする。これによ
ってＣＯＦ３を曲げた時等にも配線の折れ曲がりの部分への応力の集中を防止し、配線の
断線を防ぐことが出来る。
【００６６】
　図１７は配線に分岐が無い場合であるが、分岐がある場合も同様な考えを適用すること
ができる。図１８は配線に分岐があり、かつ、配線が折り曲げられている例である。図１
８において、各配線Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３は２本の幅ｗ１の細い線に分岐している。分岐位置
は、Ｐ１からＰ３にかけてＣＯＦのＴＦＴ基板側端子３４から遠ざかっている。各配線は
折れ曲がる前、あるいは分岐する前は配線の幅がｗ３からｗ２というように徐々に小さく
なっている。このような構成によって、ＣＯＦ３を曲げたときに分岐することによる応力
の集中と配線を折り曲げることに起因する応力の集中を防止することが出来る。
【００６７】
　図１９は、一本の幅の広い配線から８本の細い配線を分岐させる場合の構成例である。
分岐によるＣＯＦ３を曲げたときの曲げ応力の集中を防止するために、分岐点ＡからＧの
水平位置を全て異ならせている。また、折り曲げたあとの配線ＢＢ部においては配線の幅
を徐々に変化させ、曲げ部への応力集中を避けるとともに、曲げ応力を分散させるように
している。
【実施例４】
【００６８】
　実施例１から実施例３では、図１に示すようなＴＶ用等の液晶表示装置に用いられる液
晶モジュールについて説明した。すなわち、実施例１から実施例３では図２および図３に
示すように、ＣＯＦ３をＴＦＴ基板１とプリント配線基板６の間に接続するという構成を
とっている。しかし、携帯電話に使用されるような小型液晶表示装置では、実施例１から
実施例３のような形態はとっていない。すなわち、ＩＣチップなどを直接液晶表示パネル
のＴＦＴ基板１に取り付ける。
【００６９】
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　図２０は、携帯電話等に用いられる小型液晶表示装置の途中工程の形態を示す。図２０
において、ＴＦＴ基板１とカラーフィルタ基板２が重ねて配置されている。ＴＦＴ基板１
には液晶を駆動するためのＩＣチップ４や、フレキシブル配線基板９を取り付けるための
端子部が配置されるので、カラーフィルタ基板２よりも大きく形成されている。カラーフ
ィルタ基板２の上には上偏光板８が設置されている。ＴＦＴ基板１の上には図示しないが
、下偏光板が設置されている。これらの部品は樹脂で形成されるモールド２０に収容され
ている。
【００７０】
　フレキシブル配線基板９は、ＴＦＴ基板１の端子部に取り付けられている。フレキシブ
ル配線基板９には、バックライトに使用する光源であるＬＥＤの他、多くの部品が設置さ
れ、多種類の配線が存在している。フレキシブル配線基板９の一方の端部には、外部の電
源、ホスト等と接続するための外部接続端子６１が形成されている。
【００７１】
　フレキシブル配線基板９はフラットのままでは場所をとるため、フレキシブル配線基板
９は、液晶表示パネルの背面に曲げられる。フレキシブル配線基板９が曲げられた後の状
態の平面図を図２１に示す。フレキシブル配線基板９は、モールド２０の側部を囲む形で
背面に曲げられる。フレキシブル配線基板９とＴＦＴ基板１の端子部の接続も、前述のＣ
ＯＦ３とＴＦＴ基板１の端子部の接続と同様である。すなわち、ＴＦＴ基板１の端子部と
フレキシブル配線基板９との間に異方性導電フィルム７を設置して、フレキシブル配線基
板９の上をサーマルヘッドで押さえて熱圧着することによって接続する。したがって、熱
圧着時の条件を均一にするために、フレキシブル配線基板９のＴＦＴ端子部に対応する部
分は細い配線を一定ピッチで配置し、ＴＦＴ基板１の大きな端子には複数本のフレキシブ
ル配線基板９の細い配線を対応させる等の構成は、実施例１から実施例３の場合と同様で
ある。
【００７２】
　このように、フレキシブル配線基板９は曲げられて使用されること、太い配線から細い
配線への分岐が存在すること、配線は複雑に配置されていること等、実施例１から実施例
３で説明した問題点がそのまま存在する。また、フレキシブル配線基板９の断面の寸法も
ＣＯＦ３と大差が無い。したがって、実施例１から実施例３に説明した本発明の構成は、
フレキシブル配線基板９を直接ＴＦＴ基板１に接続するような液晶表示装置に対しても適
用することが出来る。
【００７３】
　以上の説明は液晶表示装置について行った。しかし、有機ＥＬ表示装置も基板端子にＣ
ＯＦ３あるいはフレキシブル配線基板９を接続すること、ＣＯＦ３あるいはフレキシブル
配線基板９は曲げられて使用されること、ＣＯＦ３あるいはフレキシブル配線基板９は熱
圧着でＴＦＴ基板１に接続されること、有機ＥＬ表示装置も電源線、信号線というように
、電流の異なる配線が存在すること等、上記液晶表示装置において説明した問題点がその
まま存在する。したがって、実施例１から４で述べた本発明は、そのまま有機ＥＬ表示装
置に適用することが出来る。
【００７４】
　ＦＥＤにおいても走査信号線、データ信号線等、電流容量の異なる配線および端子が存
在すること、プリント配線基板等が使用される等から、以上に述べたような問題点を有し
ており、本発明の構成を利用することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明が利用される液晶表示装置の斜視図である。
【図２】本発明が利用される液晶表示パネルの斜視図である。
【図３】本発明が利用される他の液晶表示パネルの斜視図である。
【図４】ＴＦＴ基板の端子とＣＯＦの接続の断面図である。
【図５】ＣＯＦの平面模式図である。
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【図６】ＣＯＦ配線の従来例を示す配線図である。
【図７】実施例１の端子部の接続を示す平面図である。
【図８】実施例１の他の形態の端子部の接続を示す平面図である。
【図９】実施例１の端子部の接続を示す断面図である。
【図１０】実施例１のＣＯＦの平面図である。
【図１１】実施例１の他の形態のＣＯＦの平面図である。
【図１２】実施例１のさらに他の形態のＣＯＦの平面図である。
【図１３】実施例２のＣＯＦの平面図である。
【図１４】実施例２の他の形態のＣＯＦの平面図である。
【図１５】実施例２のさらに他の形態のＣＯＦの平面図である。
【図１６】配線を屈曲させる場合の例を示す平面模式図である。
【図１７】実施例３による配線屈曲の例を示す平面模式図である。
【図１８】実施例３による配線屈曲の例を示す他の形態の平面模式図である。
【図１９】本発明の実施例の組み合わせを示す平面模式図である。
【図２０】本発明が実施される他の液晶表示装置の平面図である。
【図２１】本発明が実施される他の液晶表示装置の他の平面図である。
【符号の説明】
【００７６】
　１…ＴＦＴ基板、２…カラーフィルタ基板、　３…ＣＯＦ、　４…ＩＣチップ、　５…
バックライト、　６…プリント配線基板、　７…異方性導電フィルム、　８…上偏光板、
　９…フレキシブル配線基板、　１１…ＴＦＴ基板端子、　１２…橋絡線、　１３…デー
タ信号線、　２０…モールド、３４…ＣＯＦのＴＦＴ基板側端子、　３５…ＣＯＦのプリ
ント配線基板側端子

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】



(20) JP 5068067 B2 2012.11.7

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００６－０６０２１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１２１８９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３１９７０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０６４８８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０２３７５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－２５７１２９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｆ１／１３－１／１４１
              Ｇ０９Ｆ９／００－９／４６
              Ｈ０１Ｌ２１／４４７－２１／４４９、２１／６０－２１／６０７、
              　　　　２７／３２
              Ｈ０５Ｋ１／００－１／０２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

